
１ 日中一時支援事業について〔生活介護等における

サービス提供時間ごとの基本報酬の設定等〕

「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」〔令
和６年２月６日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム〕から令和６年３
月１４日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局
障害児支援課事務連絡通知「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定を踏
まえた日中一時支援事業等の対応について（周知）」に関係する改定内容
を赤枠で囲んだもの。



生活介護における支援の実態に応じた報酬の見直し

① 基本報酬区分の見直し（サービス提供時間ごとの基本報酬の設定・福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し）

○ 基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び
利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。

○ なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者等の配慮として、
・ 個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本とすることなど一定の配慮を設ける。
・ 従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を考慮する。（５時間以上７時間未満の利用者は、１日

0.75人として計算し、５時間未満の利用者は１日0.5人と計算する。例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け入れることも可能。）

③ 延長支援加算の拡充

○ 延長支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で８時間以上９時間未満まで設定することから、９時間以上の支援を評価する。
※ 施設入所者については、延長支援加算は算定できない。
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※利用定員21人以上30人以下の場合

② 基本報酬区分の見直し（利用定員規模ごとの基本報酬の設定）

○ 利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進するため、障害者支
援施設と同様、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。あわせて、重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬を設
定する。

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）
６単位/日

常勤職員が多く配置されている
ことや、常勤職員の勤続年数が
長いことを適切に評価するため、
福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）
又は（Ⅱ）と福祉専門職員配置
等加算（Ⅲ）とを併給可とする。

（１）延長時間１時間未満の場合 61単位／日

（２）延長時間１時間以上の場合 92単位／日

（１）所要時間９時間以上10時間未満の場合 100単位／日

（２）所要時間10時間以上11時間未満の場合 200単位／日

（３）所要時間11時間以上12時間未満の場合 300単位／日

（４）所要時間12時間以上 400単位／日

【現行】
【見直し後】

サービス提供時間
障害支援区分

区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

3時間未満 449単位 333単位 228単位 204単位 185単位

３時間以上～４時間未満 575単位 427単位 293単位 262単位 236単位

４時間以上～５時間未満 690単位 512単位 351単位 313単位 284単位

５時間以上～６時間未満 805単位 597単位 409単位 366単位 332単位

６時間以上～７時間未満 1,120単位 833単位 570単位 510単位 463単位

７時間以上～８時間未満 1,150単位 854単位 584単位 523単位 475単位

８時間以上～９時間未満 1,211単位 915単位 646単位 584単位 536単位

④ 食事提供加算の見直し

○ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養面を評価しつつ経過措置を延長【令和9年3月31日まで延長】
【現行】収入が一定額以下の利用者に対して、事業原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する
【見直し後】現行の要件に加え、①管理栄養士等が献立作成に関与または献立の確認を行い、②利用者ごとの摂食量の記録、③利用者ごとの体重の記録を行った場合に、

所定単位数を加算する



２．質の高い発達支援の提供の推進①

○ 適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や
状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する
（①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等 ②関係機関との連携の強化 ③将来の自立等に向けた支援の充実、④その他）

〇 支援において、５領域（※）を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において５領域との
つながりを明確化した上で提供することを求める《運営基準》
（※）「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「人間関係・社会性」

〇 ５領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成・公表を
求める《運営基準》とともに、未実施減算を設ける

〇 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態（常勤・非常勤等）や経験年数に応じて評価

〇 専門的支援加算及び特別支援加算について、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施
について、２段階で評価

〇 基本報酬について、極めて短時間の支援（30分未満）は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じ
た評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける
・ 支援時間による区分は「30分以上１時間30分以下」「１時間30分超３時間以下」「３時間超５時間以下」の３区分とする（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおいては、

「３時間超５時間以下」は学校休業日のみ算定可）

・ ５時間（放デイ平日は３時間）を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として同加算により評価

〇 自己評価・保護者評価について、実施方法を明確化する《運営基準》

①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

新設《支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ未公表減算》
所定単位数の85％算定 ※令和７年４月１日から適用

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

《専門的支援加算・特別支援加算》
[現行] 〇専門的支援加算

理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日
児童指導員を配置 ４９～１２３単位／日

○特別支援加算 ５４単位／回
[改定後]〇専門的支援体制加算 ４９～１２３単位／日

専門的支援実施加算 １５０単位／回
（原則月４回まで。利用日数等に応じて最大６回まで）

※体制加算：理学療法士等を配置
実施加算：専門人材が個別・集中的な専門的支援を計画的に実施

《児童指導員等加配加算》
[現行] 理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日

児童指導員等を配置 ４９～１２３単位／日
その他の従業者を配置 ３６～ ９０単位／日

[改定後] 児童指導員等を配置
常勤専従・経験５年以上 ７５～１８７単位／日
常勤専従・経験５年未満 ５９～１５２単位／日
常勤換算・経験５年以上 ４９～１２３単位／日
常勤換算・経験５年未満 ４３～１０７単位／日

その他の従業者を配置 ３６～ ９０単位／日

現 行 見 直 し 後

児童指導員等加配加算
（配置：資格等に応じた評価）

基
本
報
酬

加
算

専門的支援加算（配置）

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰ

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅱ

基
本
報
酬

加
算

専門的支援体制加算（配置）

専門的支援実施加算（実施）

延長支援加算

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰ（重症児・ｹｱﾆｰｽﾞの高い児）

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅱ（要保護・要支援児童）

③3時間超～
5時間以下

②1.5時間超～
3時間以下

①30分以上～
1.5時間以下

1日単価

※放デイは平日は②まで、学校休業日は③まで算定可

児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの報酬体系（全体像）

※児発は旧個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰを包括して評価

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅲ（不登校児童）

児童指導員等加配加算
（配置：経験年数等に応じた評価）

下限の設定／時間区分の創設改

新

改

改

改

改

５時間超
（放ﾃﾞｲ平日
は３時間超）

預かりﾆｰｽﾞに
対応した支援

改

※ 図の高さは単位数とは一致しない

（放デイは２回～６回まで）

特別支援加算（実施）※併算不可
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〇 養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のウェルビーイングの向上を
図る（①家族への相談援助等の充実 ②預かりニーズへの対応）

４．家族支援の充実

〇 家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえた
こどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合に
評価（子育てｻﾎﾟｰﾄ加算）

新設《子育てｻﾎﾟｰﾄ加算》80単位／回（月４回まで）
※保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、

特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

①家族への相談援助等の充実

②預かりニーズへの対応

〇 家庭連携加算（居宅への訪問による相談援助）と事業所内相談支援加算（事業所内での相談援助）について、統合し、ｵﾝﾗｲﾝによる相談援助を
含め、個別とｸﾞﾙｰﾌﾟでの支援に整理して評価。きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化

《家庭連携加算・事業所内相談支援加算》
［現行］《家庭連携加算》

居宅訪問 280単位（１時間未満187単位）／回（月４回まで）
《事業所内相談支援加算》
（Ⅰ）（個別相談） 100単位／回（月１回まで）
（Ⅱ）（グループ） 80単位／回（月１回まで）

［改定後］《家族支援加算》（Ⅰ・Ⅱそれぞれ月４回まで）
（Ⅰ）個別の相談援助等 居宅訪問 300単位（１時間未満200単位）／回

施設等で対面 100単位／回
ｵﾝﾗｲﾝ 80単位／回

（Ⅱ）ｸﾞﾙｰﾌﾟでの相談援助等 施設等で対面 80単位／回
ｵﾝﾗｲﾝ 60単位／回

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】 ※保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援においても、家族支援の評価を充実

〇 基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯
の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価

《延長支援加算》
［現行］ 障害児 重症心身障害児

延長１時間未満 61単位／日 128単位／日
同１時間以上２時間未満 92単位／日 192単位／日
同２時間以上 123単位／日 256単位／日

※営業時間が８時間以上であり、営業時間の前後の時間において
支援を行った場合（人員基準により置くべき直接支援職員１名以上

を配置）

［改定後］ 障害児 重症心身障害児・医療的ｹｱ児
延長１時間以上２時間未満 92単位／日 192単位／日

同２時間以上 123単位／日 256単位／日
（延長30分以上１時間未満 61単位／日 128単位／日）

※基本報酬における最長の時間区分に対応した時間（児発：５時間、
放ﾃﾞｲ：平日３時間・学校休業日５時間）の発達支援に加えて、当該支援の
前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合（職員２名以上（うち１名

は人員基準により置くべき職員（児童発達支援管理責任者含む）を配置）
なお、延長30分以上１時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が
計画よりも短くなった場合に限り算定可

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】
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２ 移動支援事業について〔行動援護における短時間の

支援の評価等〕



強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実

①強度行動障害を有する者の受入体制の強化

④重度障害者等包括支援における専門性の評価等

②状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援

○ 訪問系サービスにおいて有資格者による支援を評価する。

【新設】有資格者支援加算 60単位／日（１人１日当たり）

【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】
○ 区分６以上行動関連項目10点以上の報酬区分を新設する。
○ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者の加配要件を廃止し、

生活支援員に占める割合での評価とする（体制加算部分は廃止）。
（現行）基準及び人員配置体制加算の配置数に加えて配置される基礎

研修修了者1人（４時間程度以上）につき、利用者５人まで算定可
（見直し後）生活支援員のうち基礎研修修了者の割合が20％以上

【重度障害者支援加算（短期入所）】
○ 区分４,５の報酬区分を新設する。
○ 標準的な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修（実践研

修）修了者が作成した支援計画シート等により適切な支援を行った場合
の評価を新設する（基礎研修修了者の配置のみの加算部分は廃止）。

【重度障害者支援加算（共同生活援助）】
○ 共同生活援助での受入体制を強化するため、利用者の状態や環境の変

化等に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。
【重度障害者支援加算（共通）】
○ 生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助において、行動関

連項目の合計点が18点以上の者を受入れて中核的人材が作成する支援計
画シート等により適切な支援を行った場合にさらに加算する。

○ 高度な専門性により地域を支援する人材（広域的支援人材）が、事業所
等を集中的に訪問等（情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含
む）し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整
を進め、支援を行った場合の評価を新設する。※期間は３か月を限度

【新設】集中的支援加算

・広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1,000単位／回（月に４回を限度）

・状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価 500単位／日
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③行動援護における短時間の支援の評価等

【行動援護の基本報酬】（例）

・所要時間30分以上1時間未満の場合 （現行） 407単位 → （見直し後） 437単位

・所要時間5時間30分以上6時間未満の場合（現行）1,940単位 → （見直し後）1,904単位

○ ニーズの高い短時間の支援を評価する（長時間の支援は見直し）。

区分４以上かつ10点以上

※実践研修修了者配置

【新設】18点以上の場合

※中核的人材養成研修修了者配置

区分６以上かつ10点以上

※実践研修修了者配置

【新設】18点以上の場合

※中核的人材養成研修修了者配置

生活介護・

施設入所支援

受入・体制

１８０単位

初期

４００単位

個別支援

＋１５０単位

初期

＋２００単位

【新設】受入・体制
３６０単位

【新設】初期
５００単位

個別支援

＋１５０単位

初期

＋２００単位

短期入所
【新設】受入
３０単位

【新設】体制
＋７０単位

個別支援

＋５０単位

受入

５０単位

【新設】体制
＋１００単位

個別支援

＋５０単位

共同生活援助
受入・体制

１８０単位

【新設】初期
４００単位

個別支援

＋１５０単位

初期

＋２００単位

受入・体制

３６０単位

【新設】初期
５００単位

個別支援

＋１５０単位

初期

＋２００単位

○ 特定事業所加算に以下の要件を追加する。
・医療・教育等の関係機関との連携 ・行動関連項目18点以上の者の受入れ
・中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の配置

【新設】外部連携支援加算 200単位／回（月４回を限度）

○ 複数のサービス事業者による連携した支援を評価する。



３ 訪問入浴サービスについて〔生活介護等における

入浴支援加算の創設〕



医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実等

サービス名 項目 改定概要

生活介護 常勤看護職員等加配加算の見直し 医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算に
ついて、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。

人員配置体制加算の拡充 医療的ケアが必要な者など、重度の障害者に対する体制を整備するため、より手厚く人員を配
置した場合の評価の拡充。

喀痰吸引等実施加算【新設】 登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合の加算を創設

入浴支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等への入浴支援を提供した場合の加算の創設。

基本報酬の見直し
（主に重症心身障害児者対応の多機能型
事業所）

重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行うため、
５人以下、６～10人以下の区分を創設。

障害者支援施設 夜間看護体制加算の見直し 入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じた評価に見直し。

通院支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているため、通院に係る支援を
実施した場合の加算を創設。

短期入所 福祉型強化短期入所の類型の追加【新
設】

医療的ケア児者の入浴支援等、日中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を創設。

医療的ケア対応支援加算及び重度障害
児・障害者対応支援加算の対象の拡充

福祉型短期入所サービスについて、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、区分
５・６以上を多く受け入れている場合に、医療的ケア対応支援加算及び重度障害児・障害者対
応支援加算の対象とするよう見直し。

医療型短期入所受入前支援加算【新設】 医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に
自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合の加算を創設。

緊急短期入所受入加算の単位数の見直し 短期入所における緊急時の受け入れについて、緊急時の受入体制構築を適切に評価する観点か
ら緊急短期入所受入加算による評価を見直し。

指定申請書類の簡略化 医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書
類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とするよう見直し。

【見直し後】定員が11人以上20人以下 28単位／日 × 常勤換算員数 等

【見直し後】定員20人以下、従業者1.5:1以上 321単位／日 等

【新設】30単位／日

【新設】80単位／日

【新設】定員５人以下・区分６・所要時間７時間以上８時間未満の場合 1,672単位／日 等

【見直し後】60単位／日＋35単位／日 ×１を超えて配置した人数

【新設】 17単位／日

【新設】福祉型強化特定短期入所サービス費（Ⅱ）（障害児向け）
区分３ 977単位／日 等

医療的ケア対応支援加算 120単位／日、重度障害児・障害者対応支援加算 30単位／日

【新設】 1,000単位／日（１回を限度）

【見直し後】福祉型 270単位／日、医療型 500単位／日
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《医療連携体制加算（Ⅶ）》 ［現行］100単位／日

〇 主として重症心身障害児に対し支援を行う事業所の基本報酬について、定員による区分設定を、１人単位刻みから３人単位刻みとする。
なお、同事業所の基本報酬については時間区分創設の見直しは行わない

〇 医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価

〇 送迎加算について、こどもの医療濃度等も踏まえて評価

○ 医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児をはじめ、より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、
障害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める
（①医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実 ②強度行動障害を有する児への支援の充実 ③ケアニーズの高い児への支援の充実

④不登校児童への支援の充実 ⑤居宅訪問型児童発達支援の充実）

３．支援ニーズの高い児への支援の充実①

〇 喀痰吸引等が必要な障害児に対する認定特定行為業務従事者による支援を評価する医療連携体制加算（Ⅶ）について、評価を見直す
とともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定可能とする

《送迎加算》
［現行］障害児 ５４単位／回

医療的ケア児 ＋３７単位／回
（※）医療的ケア区分による基本報酬の事業所のみ算定可

看護職員の付き添いが必要

【児発ｾﾝﾀｰ、主として重症児を支援する事業所の場合】
重症心身障害児 ３７単位／回

（※）職員の付き添いが必要

新設《入浴支援加算》55単位／回（月８回まで）

※放デイは70単位／回

［改定後］250単位／日
※主として重症児を支援する事業所の場合にも算定可能とする

①医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実

②強度行動障害を有する児への支援の充実

〇 共生型ｻｰﾋﾞｽにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合
に評価（共生型ｻｰﾋﾞｽ医療的ケア児支援加算）

［改定後］
障害児 ５４単位／回 重症心身障害児 ＋４０単位／回
医療的ケア児 ＋４０単位 又は ＋８０単位／回
（※）医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可

【児発ｾﾝﾀｰ、主として重症児を支援する事業所の場合】
重症心身障害児 ４０単位／回
医療的ケア児 ４０単位 又は ８０単位／回
（※）医療的ケア児については医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
（※）重症心身障害児については、職員の付き添いが必要

新設《共生型ｻｰﾋﾞｽ医療的ｹｱ児支援加算》
400単位／日 （※）看護職員等を１以上配置

〇 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
において、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価を見直す

《強度行動障害児支援加算》 ［現行］155単位／日
※基礎研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児

（児基準20点以上）に対して支援

［改定後］（Ⅰ）（児基準20点以上）200単位／日
（Ⅱ）（児基準30点以上）250単位／日（※放デイのみ）

加算開始から90日間は＋500単位／日
※実践研修修了者（Ⅱは中核的人材）を配置し、支援計画を作成し支援

※このほか、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの個別ｻﾎﾟｰﾄ加算（Ⅰ）においても評価を充実。また、集中的支援加算（1000単位／日（月４回まで））も創設

〇 居宅介護の特定事業所加算の加算要件（重度障害者への対応、中重度障害者への対応）に、医療的ケア児及び重症心身障害児を追加

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

80:医療的ｹｱｽｺｱ
16点以上の場合

（入浴支援加算）
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